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中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例（仮称）骨子（案） 

 

１ 目的 

   この条例は、住宅宿泊事業が届出住宅の周辺地域に居住する区民（以下「周辺地域

の区民」という。）の生活環境に与える影響に鑑み、住宅宿泊事業法（平成２９年法律

第６５号。以下「法」という。）及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中央区（以

下「区」という。）が住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止し、及

び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずるこ

とにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって、観

光の振興に寄与することを目的とするものとする。 

 

２ 定義 

   この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるものとする。 

 

３ 住宅宿泊事業の実施の制限 

 （１） 法第１８条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域（以下「制限区域」

という。）は、区の全域とするものとする。 

 （２） 法第１８条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間

は、月曜日の正午から土曜日の正午までとするものとする。 

 

４ 区の責務 

 （１） 区長は、住宅宿泊事業に関する必要な情報を区民に提供するものとする。 

 （２） 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、関係機関との緊密な連

携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措

置を講ずるよう要請するものとする。 

 

５ 住宅宿泊事業者の責務 

   住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業が周辺地域の区民の生活環境に影響を与えること

を深く自覚し、法及びこれに基づく命令に基づき住宅宿泊管理業務の適正な運営を果

たすよう努めなければならないものとする。 

 

６ 宿泊者の責務 

   宿泊者は、届出住宅を利用するに当たっては、届出住宅の周辺地域の区民の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならないものとする。 

 

７ 周辺地域の区民への周知 

 （１） 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第３条第１項の届出（以下「届出」とい

う。）をする７日前までに、周辺地域の区民（周辺地域の区民が居住する住宅があ
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る建物が２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律

第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）が存するものである場合

にあっては、管理組合（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１

２年法律第１４９号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。））に対して、次

に掲げる事項を説明会、書面その他周辺地域の区民が住宅宿泊事業の実施につい

て知ることができる方法により周知するものとする。当該事項を変更したときも、

同様とするものとする。 

   ア 商号、名称又は氏名及び住所 

   イ 法人である場合においては、その役員の氏名 

   ウ 届出をした者の連絡先 

   エ 住宅の所在地 

   オ 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の商号、名

称又は氏名、住所及び連絡先 

   カ 住宅宿泊事業を開始する日 

   キ アからカまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 （２） 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をするときは、前項の規定による周知

をしたことを区長に報告するものとする。 

 

８ 住宅宿泊事業者の公表 

   区長は、届出を受理したときは、住宅宿泊事業者に係る前条第１項各号に掲げる事

項を公表するものとする。当該事項を変更したときも、同様とするものとする。 

 

９ 宿泊者への対面による説明 

   住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し法第９条に規定する説明をするときは、対面その

他確実に宿泊者を確認できる方法を用いて説明する体制を確保することに努めなけれ

ばならないものとする。 

 

１０ 廃棄物の適正な処理 

   住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任におい

て適正に処理しなければならないものとする。 

 

１１ 苦情等及びその対応の記録 

   住宅宿泊事業者は、法第１０条の規定による対応をしたときは、次に掲げる事項を

記録し、当該記録の日から３年間これを保存するものとする。 

   ア 苦情又は問合せ（以下「苦情等」という。）を受けた日 

   イ 苦情等及びその対応の内容 

   ウ ア及びイに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 
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１２ 災害等への対応 

   住宅宿泊事業者は、地震、水災、火災等の災害又は周辺地域の区民からの苦情等に

速やかに対応することができる体制を確保することに努めなければならないものとす

る。 

 

１３ 準用 

   ５及び９から１２までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅におい

て住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用するものとする。この場合に

おいて、９中「法第９条」とあるのは「法第３６条において準用する法第９条」と、

１１中「法第１０条」とあるのは「法第３６条において準用する法第１０条」と読み

替えるものとする。 

 

１４ 委任 

   この条例の施行について必要な事項は、区規則で定めるものとする。 

 

１５ 施行期日 

   この条例は、平成３０年６月１５日から施行するものとする。ただし、次のア及び

イに掲げる規定は、当該ア及びイに定める日から施行するものとする。 

   ア ７の（１）の規定 公布の日 

   イ ３、７の（２）及び８の規定 平成３０年３月１５日 


